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  ５開－１号  

 

裁 決 書 

 

 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

審査請求人   〇〇〇〇〇〇〇〇  

〇〇〇〇〇  〇〇  〇  

 

横浜市中区本町６丁目 50 番地 10 

処分庁     横浜市長  山中  竹春  

 

 

 審査請求人が令和５年４月 24日付けで提起した、令和〇年〇月〇日付け

横浜市指令第〇〇開〇号で横浜市長（以下「処分庁」という。）が行った都

市計画法（昭和 43年法律第 100号。以下「法」という。）第 29条第１項の規

定に基づく開発行為の許可処分（以下「本件処分」という。）の取消しを

求める審査請求（以下「本件審査請求」という。）について、次のとおり

裁決する。  

 

主   文  

本件審査請求を却下する。  

 

理   由  

第１  事案の概要  

   本件は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇（以下「本件許可申請

者」という。）が共同住宅の建設の用に供する目的でする開発行為（以下「本件

開発行為」という。）に係る処分庁の許可処分について、審査請求人が、これを

不服として、取消しを求める事案である。 

 

第２  審査請求人の主張  

   審査請求人の主張は、審査請求書及び追加資料のとおりであるが、

その要旨は次のとおりである。  

１  本案前の主張  
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審査請求人が本件審査請求に係る本件処分があったことを知った

日は、工事施行者である〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇（以下「本件

工事施行者」という。）が、境界を越えて審査請求人土地を使いマンショ

ン新築工事を行い、土地、構築物を破壊したのを審査請求人が確認し

た令和５年４月４日である。  

また、本件処分は令和〇年〇月〇日に行われており、本件審査請求

を提起した時点（審査請求書の日付である令和５年４月 24日）で、処

分があった日の翌日から起算して１年を経過している。しかし、本件

許可申請者及び本件工事施行者が、処分庁から開発許可されたのは、

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇だけだが、審査請求人の土地であ

る〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の土地をマンション開発に違法

に使用した。なおかつ審査請求人の所有の土地を本件工事施行者の共

同住宅の建築に不法に使い、土地と構築物を破壊したのを知ったとい

う行政不服審査法（平成 26年法律第 68号。以下「行審法」という。）第

18条第２項の正当な理由があるため本件審査請求をすることができ

る。  

 

 ２  本案の主張       

(1) 本件工事施行者には本件開発行為に関する工事を完成するため

に必要な能力がない。  

(2) 本来本件工事施行者側の土地内で完結しなければならないマン

ション建設を、境界の確認もされないまま造成協力地となっている

範囲を飛び越え、審査請求人の土地、構築物を破壊した。  

(3) マンションの建設が始まって、支持基盤までの柱の工事の時、数

ヶ月にわたって相当量の振動があったため、再三振動を出さないよ

う申し入れたが、聞く耳を持たず、軽減されることもなく譲歩は一

切なかった。審査請求人は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇振動があると仕事ができない。何百回も現場監督と営業職に

営業妨害しないように言ったが、工事は続けられた。なお、本件工

事施行者が審査請求人の土地内に来て振動計測をしたところ、数値

は許容値の 75デシベルを超えていた。審査請求人から本件工事施行

者に対して、休業補償を出して欲しいと言ったが聞き入れられなか

った。〇〇〇〇〇〇が振動によりＮＧとなってしまい、納入先のお

客様から仕事を切られそうな時もあった。審査請求人はこの横浜の

地で〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が、今までこのような理不尽な
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ことを隣接地からされたことは一度もなかった。本件工事施行者に

は近隣への配慮が全くない。  

   審査請求人は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が、マンションを購入して居住される方に

とっては、目の上のたんこぶになると思われる。本件工事施行者に

は、審査請求人の土地の境界から距離を離してマンションを建築し

てほしい旨をお願いしたが受け入れられなかった。  

開発区域の〇〇〇の土地を本件工事施行者の建築条件付きで良

いので審査請求人に売って欲しいと申し上げたが聞き入れられな

かった。  

     破壊された土地と工場の構築物についての和解もないのに、行政

検査があるから早急に壊した場所を復旧したいと自分勝手なこと

を主張して威圧的に押し付けられた。本件工事施行者は、審査請求

人へ法律違反を行い、善処出来ていないのに行政検査が控えている

ので自分たちの工事の完了を審査請求人の土地で行おうとしてい

る。本件工事施行者は社会通念に従った対処をすべきである。  

(4) 令和５年４月 29日、境界の確認、境界あたりの養生についての話

し合いがなされていなかったが、本件工事施行者側の外構工事が出

来上がっていた。それに加え、審査請求人の土地を再度、本件開発

行為のために無断で使用し、無断で証拠物件を消滅させマンション

の建設を続けている（土塀が倒れてこないように本件工事施行者が

本件工事施行者側の土地から鉄パイプなどを使って支え棒を施し

ているがその支え棒の仕様が変わっている。）。さらに、本件工事施

行者の建築資材が今でも審査請求人の土地を占有している。  

   

第３  当審査会の判断  

行審法第 18条は審査請求期間を規定しているが、その趣旨は、行政

上の法律関係の安定を確保するために、処分の効力を早期に確定させ

ることにあると解される。  

そして、同条第２項は、「処分についての審査請求は、処分…があ

った日の翌日から起算して１年を経過したときは、することができな

い。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と客観的

審査請求期間を規定しており、当該期間が経過すれば、処分を知って

いたか否かにかかわらず、正当な理由がない限り審査請求はできなく

なる。  
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本件処分は令和〇年〇月〇日に行われており、本件審査請求を提起

した時点（審査請求書の日付である令和５年４月 24日）で、処分があ

った日の翌日から起算して１年を経過していることは明らかである。 

なお、同条第２項ただし書に定める正当な理由については、客観的な審査請求

期間に関するものであって、処分を知った日や損害を知った日といった審査請求

人の主観に左右されるものではないことから、本件において正当な理由は認めら

れない。 

したがって、本件審査請求は不適法であることが明らかであるから、

行審法第 24条第２項及び同法第 45条第１項の規定により、却下せざる

を得ない。  

 

第４  口頭審理の不実施  

   なお、法第 50条第３項は、「開発審査会は、前項の裁決を行う場合

においては、行政不服審査法第 24条の規定により当該審査請求を却

下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その

他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口

頭審理を行わなければならない。」と定めているところ、本件審査請

求は、前述のとおり行審法第 24条第２項に基づき却下するため、口頭

審理は実施しないものとした。  

 

以上のとおり、本件審査請求は不適法であって補正することができな

いことが明らかであるから、その余について判断するまでもなく、行審法

第 24条第２項及び同法第 45条第１項の規定により、主文のとおり裁決す

る。  

 

令和５年５月 15日  

 

                    横浜市開発審査会  

会長  原田  満  

 

 

教   示  

 

この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に横浜市（訴訟において横浜市を代表する者は横浜市長となります。）を被



 
 5  

告として、裁決の取消しの訴えを提起することができます。 

ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して１

年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の各期間を経過した後であっても裁決の取

消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
 

 


